
25120

７

東京都

「環境に関する都税の軽減制度について」をご覧ください。

８

　東京都では、ｅＬＴＡＸ（エルタックス：地方税ポータルシステム）を通じて、インターネットを利用した電子申告、電子申請・届出、電子納税
を受け付けています。ｅＬＴＡＸでは、全ての都道府県・市区町村へ一括して電子納税を行うことが可能です。納付方法は、ダイレクト納付
やインターネットバンキング、クレジットカード又はＡＴＭから選択できます。

と

　法人税法第71条第１項ただし書の規定により法人税の中間申告を要しない場合については、法人都民税の中間
申告の義務はありません。
　なお、通算親法人が協同組合等である通算子法人は、この限りではありません。

に回付しますが、申告内容のご相談等のお問い合わせについては所管都税事務所へお願いします。

通算親法人が協同組合等である通算子法人で所得割を申告納付する法人は、仮決算に基づく中間申告を行う
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法第72条の２第１項各号に掲げる事業の区分及び課税方式は次の表のとおりです。 

法第72条の

２第１項 
事業の区分 課税方式 

第１号 
第２号、第３号及び第４号に掲げる事業以外

の事業 

所得割額 
 

※外形標準課税対象法人〔資本金の額又は出資金の額が１

億円を超える普通法人（特定目的会社、投資法人、一般

社団・一般財団法人を除く）〕の場合は所得割額・付加

価値割額・資本割額 

 

第２号 

電気供給業（第３号に掲げる事業を除く）、 

ガス供給業（一定のものに限る）、保険業 

及び貿易保険業 

収入割額 

第３号 
電気供給業（小売電気事業等、発電事業等 

及び特定卸供給事業） 

収入割額・所得割額 
 

※外形標準課税対象法人〔資本金の額又は出資金の額が１

億円を超える普通法人（特定目的会社、投資法人、一般

社団・一般財団法人を除く）〕の場合は収入割額・付加

価値割額・資本割額 

 

第４号 特定ガス供給業 収入割額・付加価値割額・資本割額 

  予定申告を行う際には、次の区分ごとに、それぞれ次に掲げる様式を使用してください。 

(1) 法第72条の２第１項第３号に掲げる事業を行う法人 

（同項第１号又は第２号に掲げる事業と同項第３号に掲げる事業とを併せて行う法人並びに同項第１号に掲げる事業、

同項第２号に掲げる事業及び同項第３号に掲げる事業を併せて行う法人を含み、同項第４号に掲げる事業を行う法人

を除きます。）⇒ 第６号の３様式（その２）を使用してください。 

 (2) 法第72条の２第１項第４号に掲げる事業を行う法人 

（同項第１号、第２号又は第３号に掲げる事業と同項第４号に掲げる事業とを併せて行う法人並びに同項第１号に掲げ

る事業、同項第２号に掲げる事業及び同項第３号に掲げる事業のうち２以上の事業と同項第４号に掲げる事業とを併

せて行う法人を含みます。）⇒ 第６号の３様式（その３）を使用してください。 

 

(3) (1)及び(2)に掲げる法人以外の法人⇒ 第６号の３様式を使用してください。 

なお、令和７年４月１日以後開始事業年度から外形標

準課税の対象法人が拡大しました。詳細については、東

京都主税局ホームページをご確認ください。

なお、令和７年４月１日以後開始事業年度から外形標

準課税の対象法人が拡大しました。詳細については、東

京都主税局ホームページをご確認ください。
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